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第１節 市街地の
 

現状と課題 

本市の市街地は、沿岸部を

商業施設、観光施設が混在す

います。都市化の流れは周辺地域

街地を形成する一方、旧市街地

舗の増加や建物の老朽化が進行

今後は、平成 28 年に改定

スタープランに基づき、旧市町

た都市計画のもと、社会情勢

実情に応じた、総合的かつ計画的

形成を進める必要があります

 

■土地利用の状況 

 
 
 
 
 
 
 

（平成 2７年度固定資産

 
 

基本方針 

地域の特性を活かし、景観

街地の再生と創出に向け、都市計画

プランに基づき、計画的な市街地整備

します。そのため、都市計画区域

途地域の見直しに向け、必要

めます。 

 

  

4.4%
15.5%

34.6%

45.5% 総面積
19,130ha

の整備 

を中心に住宅地や

する形態となって

周辺地域に新しい市

旧市街地では、空き店

進行しています。 

改定する都市計画マ

旧市町が一体となっ

社会情勢の変化や地域の

計画的な市街地の

があります。 

また、本市の都市形成の

駅周辺については、本市の

通拠点であることを踏まえ

安全性の向上を図る必要があります

他方、太海望洋の丘においては

術・文化・交流の拠点として

研究施設の更なる拡充を促進

です。 

年度固定資産概要調書） 

景観にも配慮した市

都市計画マスター

市街地整備を推進

都市計画区域の再編や用

必要となる検討を進

また、安房鴨川駅については

設置された関係設備の更新

性と安全性の高い空間の形成

加えて、太海望洋の丘における

育研究施設の更なる拡充を

び、交流する魅力的な市街地

す。 

 

宅地

農地

山林

雑種地その他

 

の核である安房鴨川

の玄関口であり、交

まえ、更なる利便性・

があります。 

においては、本市の学

として、大学関連教育

促進することが必要

については、西口広場に

更新を進め、より利便

形成を進めます。 

における大学関連教

を促進し、若者が学

市街地の整備を図りま
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評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

「都市計画マスタープランに基

づく計画的な土地利用」に不満

を持つ市民の割合（まちづくり

アンケート調査） 

17.1 % 
（平成 25 年度） 

12.0 %  

要緊急安全確認大規模建築物の

耐震化率 
0 % 

（平成 27 年度） 
100.0 %  

太海望洋の丘に立地する大学関

連教育研究施設等における機能

拡充施設数（累計） 

－ 3 施設 計画期間内の累計 

 

施策・事業内容 

○ 良好な市街地環境の形成  

事業名 事業内容 担当課 

都市計画区域の再編及び

用途地域の見直し検討 

社会情勢の変化や地域の実情に柔軟に対応し、総

合的かつ計画的な都市づくりを推進するため、都市

計画区域の再編や用途地域の見直しに向けた検討を

進めます。 

都市建設課 

   

○ 鉄道駅周辺環境の整備  

事業名 事業内容 担当課 

安房鴨川駅西口広場の整

備 

本市の玄関口であり、公共交通の乗換拠点ともな

っている安房鴨川駅西口広場の利便性と安全性の向

上を図るため、照明灯の更新や防犯カメラの設置な

ど、関連設備の整備を進めます。 

都市建設課 

消防防災課 

   

○ 特定建築物の耐震化の促進  

事業名 事業内容 担当課 

特定建築物の耐震化の促

進 

不特定多数が利用する市内の大規模な建築物など

の耐震改修費を補助し、その耐震化を促進します。 都市建設課 

   

○ 太海望洋の丘の拠点機能の充実  

事業名 事業内容 担当課 

大学関連教育研究施設等

の整備・拡充 

太海望洋の丘の拠点性を強化するため、同地に立

地する大学関連教育研究施設の整備等を促進しま

す。 

企画政策課 
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第２節 居住環境
 

現状と課題 

人口減少・少子高齢化が進行

の定住と市外からの移住を促進

から、ライフスタイルや価値観

応した居住環境の整備が求められて

間や関係機関との連携のもと

和した良好な住宅地の形成を

要があります。 

また、古くからの住宅地は

路による不整形な街区が多く

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 

安全で快適な居住環境の形成

地における狭あい道路の拡幅整備

進めるとともに、民間による

切な指導を行い、良好な住宅地

ます。 

また、良質な住宅ストックの

ともに、これを定住の促進へと

  

居住環境の充実 

進行する中、市民

促進していく観点

価値観の多様化に対

められており、民

のもと、自然環境に調

を誘導していく必

は、道幅の狭い道

く、環境・景観・

防災・安全などの観点で問題

見られるため、都市計画マスタープランに

づき、市民が住み続けたいと

づくりに継続的に取り組むことが

います。 

一方、老朽化した市営住宅

寿命化計画に基づく建物の

者の高齢化に対応した快適

計画的に進めていく必要があります

形成のため、市街

拡幅整備を継続的に

による宅地開発等の適

住宅地の誘導を図り

ストックの形成を図ると

へと結び付けてい

くため、既存住宅の耐震化

転入者の新築住宅取得に助成

市営住宅については、市営住宅長寿命化計

画に基づき、計画的な維持管理

もに、高齢者に配慮した居住空間

めます。 

 

 

 

問題を抱える地区も

マスタープランに基

けたいと思える居住環境

むことが求められて

市営住宅は、市営住宅長

の長寿命化と、入居

快適な住環境の確保を

があります。 

耐震化等のための改修や

助成を行います。 

市営住宅長寿命化計

維持管理に努めるとと

居住空間の確保に努
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評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

「住宅環境の充実」に不満を持

つ市民の割合（まちづくりアン

ケート調査） 

28.9 % 
（平成 25 年度） 

20.2 %  

住宅の耐震化率 57.9 % 
（平成 26 年 2 月推計） 

95.0 %  

住宅取得奨励金制度の活用によ

る転入者数（累計） 
127 人 

（平成 27 年７月） 
282 人 

制度開始当初（平成

23 年度）からの累計 

市営住宅の入居率 91.9％ 
（平成 27 年７月） 

100.0%  

 

施策・事業内容 

○ 快適な居住環境の実現  

事業名 事業内容 担当課 

適正な宅地開発の誘導 関係法令・指導要綱に基づき、民間による宅地開

発の適切な指導により、良好な居住環境の誘導を図

ります。 

都市建設課 

狭あい道路の整備 狭あい道路の拡幅整備を推進し、安全で快適な住

環境の形成を図ります。 
都市建設課 

   

○ 安全で快適な住まいづくりの促進  

事業名 事業内容 担当課 

住宅の耐震化等の促進 無料建築相談会を開催するとともに、木造住宅の

耐震診断や耐震改修等に助成し、住宅の安全性と快

適性の向上を図ります。 

都市建設課 

新規定住に伴う住宅取得

の奨励 

本市への定住を目的として転入してきた方の新築

住宅取得に助成し、定住人口の増加と地域の活性化

を図ります。 

都市建設課 

   

○ 市営住宅の維持管理  

事業名 事業内容 担当課 

市営住宅の維持管理 市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化が顕著と

なっている住宅の用途廃止を進める一方、供用を継

続する住宅については、床の段差解消を図るなど、

高齢者に配慮した設備への改修を計画的に進めま

す。 

都市建設課 
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第３節 道路網の整備 

 

現状と課題 

これまで、東関東自動車道館山線や一般国

道 127 号富津館山道路、首都圏中央連絡自動

車道など、本市周辺の高規格幹線道路網の整

備は着実に進められており、南房総地域への

交通アクセスの向上が図られてきています。

一方で、これらと本市を結ぶ国県道について

は、継続的に整備が進められてはいるものの、

千葉県が掲げる県都１時間構想や高速道路ア

クセス 30 分構想の早期実現のためには、関

係機関に対して、より積極的な整備拡充を求

めていく必要があります。 

一方、市道は、平成 26 年度末時点で、総

延長 744ｋｍ、改良率 31.3％、舗装率

68.8％となっています。このうち、一般市道

については、地域内で合意形成が図られた要

望に基づき、緊急性、必要性及び公益性など

を勘案した総合的な判断のもとに整備を継続

していく必要があり、一般国道 128 号の慢性

的な渋滞から回避するための幹線市道につい

ては、その整備を計画的かつ着実に推進して

いくことが求められています。 

また、市道に架かる橋梁 286 橋の長寿命化

と、舗装・法面・トンネルなどの老朽化対策

を計画的に進めていくことも必要です。 

 

■道路改良率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 

広域的な交通ネットワークと、より快適で

利便性・安全性の高い道路網の形成を図るた

め、県との適切な役割分担と連携のもと、市

道（幹線道路・生活道路）の整備を進めます。 

また、既存の道路施設については、市民の

生命を守り、より信頼性の高い道路交通を確

保するため、橋梁や舗装、法面等の法定点検

と計画的な修繕を進めます。 

 

  

93.1% 93.1% 93.2% 93.2% 93.2%

83.8% 83.8% 83.8% 83.8% 83.8%

30.9% 31.1% 31.1% 31.3% 31.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

国道 県道 市道



 

 

 
 

 

 
 
 

評価指標 

指標 

市道の改良率 

「国・県道など幹線道路網

備促進」に不満を持つ市民

合（まちづくりアンケート

 

施策・事業内容 

○ 一般市道等の整備 

事業名 

生活道路の整備 

橋梁の維持管理 

舗装及び法面等の維持管

理 

 

○ 幹線道路の整備 

事業名 

国・県道の整備促進 

幹線市道の整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

現状値 目標値 

31.3 % 
（平成 2７年３月） 

31.7 %  

幹線道路網の整

市民の割

アンケート調査） 

47.4 % 
（平成 25 年度） 

33.2 %  

 

事業内容 

日常生活に密着した生活道路の利便性・安全性の

向上のため、地域ごとの状況と課題を踏まえ、身近

な生活道路としての市道の整備を継続的に進めま

す。 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、市道に架かる橋

梁の補修等を計画的に進め、通行時の安全確保を図

ります。 

市道のうち、舗装や法面、盛土、擁壁等の老朽化

が進んでいる箇所について、修繕計画に基づき計画

的に補修等を進め、その維持管理を行います。 
 

事業内容 

本市と他地域を結び、都市の骨格を形成する主要

幹線道路などの整備を促進するため、インターチェ

ンジへのアクセス向上や交差点改良、未改良区間の

整備などについて、関係市町と連携して国や県に対

する要望活動を進めます。 

国・県道の慢性的な渋滞緩和を図り、より安全か

つ円滑な道路交通を実現するため、市道貝渚大里線

の整備を進めます。 
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備考 

 

 

 

担当課 

の

身近
都市建設課 

橋

図 都市建設課 

老朽化

計画 都市建設課 

 

 

担当課 

主要

インターチェ

の

対

都市建設課 

か

市道貝渚大里線 都市建設課 
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第４節 公共交通網の充実 
 

現状と課題 

本市の公共交通は、JR 外房線と内房線の結

節点でもある安房鴨川駅周辺を中心として放

射状に形成されており、地域間の移動を担う

手段としては、鉄道が海岸沿いに運行してい

るほか、東京及び千葉市方面へのアクセス手

段である高速バス、近隣市町村との間を結ぶ

急行・幹線バスが運行しています。市内にお

いては、民間事業者により、路線バス及びタ

クシーが運行されているほか、本市において

もコミュニティバスを運行しています。 

公共交通機関の利用者数は、自家用車の普

及などに伴って減少傾向が続いているものの、

地域の高齢化が進展していることから、その

重要性は着実に増してきています。 

今後も、マイカーを持たない地域住民の日

常的な利用はもとより、観光面での二次交通

手段の提供という観点からも、身近な公共交

通の維持・確保を図ることが必要です。 

また、既存の公共交通の維持確保とサービ

ス水準の充実とともに、道路渋滞や交通事故

の発生を抑止する観点からも、公共交通機関

の利用を地域ぐるみで促していくための取組

みが求められています。 

■市内公共交通機関の利用者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 

地域公共交通網形成計画に基づき、民・官

の間における機能分担の明確化と連携の強化

を図ることを基本として、将来にわたって持

続可能な公共交通網を形成していくための取

組みを進めます。 

必要に応じて、沿線自治体等との連携を図

り、民間事業者に対して各運行路線の利便性

の向上を働きかけていくとともに、コミュニ

ティバスをはじめとする市営サービスのより

効果的な運用について継続的に研究を進め、

市内公共交通網の更なる拡充を図ります。 

また、利用者数の減少傾向を改善し、公共

交通のサービス水準を下支えするため、地域

ぐるみで利用促進に取り組むとともに、鉄

道・高速バスをはじめとする幹線交通の乗換

拠点における環境整備について検討を進める

など、自家用車と公共交通が賢く使い分けら

れる環境の導出に努めます。

3 3 3 4 4

38 35 32 34 31

47 47 46 43 46

77
68 70 72 69

25
22 22 22 22

165
153 151 153 150

0

50

100

150

200

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（万人）

コミュニティバス乗車人数 路線バス乗車人数 高速バス乗車人数 市内鉄道駅の乗車人数 タクシー乗車人数
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評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

「公共交通の便の充実」に不満

を持つ市民の割合（まちづくり

アンケート調査） 

45.1 % 
（平成 25 年度） 

31.6 %  

各公共交通機関の年間利用者数

の合計（延べ数） 
1,756 千人 
（平成 25 年度） 

1,616 千人 減少率を 1/２に抑制 

コミュニティバスの年間利用者

数（延べ数） 
36,068 人 

（平成 26 年度） 
41,661 人  

 

施策・事業内容 

○ 幹線交通の充実  

事業名 事業内容 担当課 

ＪＲ外房線・内房線の利便

性向上の促進 

沿線自治体や関係団体との連携のもと、鉄道事業

者に対して、ダイヤ改正及び施設整備を要請してい

きます。 

企画政策課 

高速バスの利便性向上の

促進 

高速バス事業者に対して、ダイヤ改正や待合設

備・運行路線の改善を要請していきます。 企画政策課 

   

○ 生活交通の維持確保  

事業名 事業内容 担当課 

民間バス路線の利便性の

維持確保 

バス事業者に対して、更なる利便性の確保を要望

するとともに、関係団体と連携し、近隣市町村間を

結ぶバス路線の確保に関して協議を進めます。 

企画政策課 

コミュニティバスの運行 民間のサービスを効果的に補完する市営の公共交

通として、乗り継ぎ利便性やサービス水準に関する

検討を継続的に行いつつ、コミュニティバスの運行

を図ります。 

企画政策課 

大学線の運行確保 鴨川駅と太海望洋の丘に立地する各施設を結ぶ交

通手段を確保することを主な目的として、太海望洋

の丘用路線バスの運行確保を図ります。 

企画政策課 

   

○ 地域公共交通網の維持確保・充実  

事業名 事業内容 担当課 

公共交通の利用促進 市内の公共交通サービスに関する情報の一元化や

待合空間の改善など、その利用促進に向けた取組み

を関係団体等との連携のもと進めます。 

企画政策課 

地域公共交通網形成計画

の推進 

地域の公共交通網を持続可能なかたちで維持・形

成していくため、法定協議会等の場を活用し、地域

公共交通網形成計画の評価・推進を図ります。 

また、デマンド型乗合タクシー※等の新たな公共交

通システムの導入についても検討を進めます。 

企画政策課 

パーク・アンド・ライド環

境の整備 

高速バスや鉄道といった幹線交通の乗換拠点近く

まで自家用車で移動し、公共交通機関に乗り換える

ような利用方法（パーク・アンド・ライド）がより

容易となるよう、その環境整備について検討を進め

ます。 

企画政策課等 



 

７０ 
 

 

 

 

 

第５節 上下水道の整備 

 

現状と課題 

 本市の水道事業は、近年、人口の減少、生

活様式の多様化、節水器具の普及や大口需要

者による自己水源の活用等により、水需要に

関しては低下の傾向にあり、平成 26 年度末

の給水状況は、給水戸数 17,991 戸、給水人

口 34,511 人、加入率 99.4％で、年間総給

水量は 5,435,020㎥となっています。 

一方、水道施設としては、５つの浄水場を

中心に、南房総広域水道企業団から受水する

２つの配水場のほか、地形的な状況から多く

の加圧ポンプ所などの配水施設を擁しており、

水道管の総延長も約 381ｋｍに及んでいま

す。この中には創設当時からの施設も多く、

その維持管理や修繕の経費は年々増加してい

ます。 

 

 今後は、水道事業が、拡張の時代から維持

管理の時代へと、大きな転換期を迎えている

ことを踏まえ、将来の水需要の予測に基づき、

計画的な施設の整備と運営、さらには水道事

業の健全性の確保に取り組み、持続可能な運

営基盤の確立を図ることが求められます。 

また、本市の公共下水道は未整備であるこ

とから、生活排水を浄化し、河川や海域の水

質を保全していくための汚水処理は、主に合

併処理浄化槽により対応しており、今後も、

意識啓発を図りながら、この普及拡大に努め

ていく必要があります。 

さらに、近年、台風や豪雨などの発生頻度

が増している中、浸水被害が見られる地区も

あるため、この対策としての排水機能の強化

が求められています。 

 

■1 人 1 日平均給水量と有収率の推移       ■家庭用小型合併処理浄化槽の新設・転換基数（補助金申請数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 

 安全・安心な水を将来にわたって安定的に

供給できるよう、水需要の予測を踏まえ、水

道事業の健全性を維持しつつ、水道施設の整

備と維持管理並びに老朽化が進んでいる施

設・設備の更新を計画的に実施します。 

また、公共用水域の水質保全と、衛生的で

快適な生活環境の確保のため、生活排水対策

として、合併処理浄化槽への転換を継続的に

促進します。 

さらに、市街地における浸水被害の解消を

目指し、排水路等の適切な設置による雨水等

処理機能の維持・向上を図ります。
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評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

残留塩素濃度※の目標達成率 
87.39 % 

（平成 26 年度） 
88.39 %  

汚水処理人口普及率 40.6 % 
（平成 26 年度） 

50.0 %  

 

施策・事業内容 

○ 安全で良質な水の安定供給  

事業名 事業内容 担当課 

水源施設、浄水設備及び配

水施設等の更新 

老朽化した浄水設備等の更新・改良を計画的に進

め、給水の安定性を確保します。 水道局 

配水管等の維持管理 既設配水管等の適正な維持管理・更新に努め、安

全で良質な水を安定的に供給します。 
水道局 

適正な浄水処理の実施 水質検査計画に即し、最新の科学的知見等に基づ

く水質基準等の見直しに随時対応するとともに、水

源から給水までの水質変化に合わせた適正な検査と

浄水処理を実施します。  

水道局 

広域水道事業への出資・補

助 

南房総広域水道企業団への出資・補助を行い、貯

水、取水、浄水等の諸施設の効率的な運用と長期的

かつ安定的な水源の確保を図ります。 

財政課 

   

○ 専用水道等の安全確保  

事業名 事業内容 担当課 

専用水道等の適正管理の

促進 

専用水道・簡易専用水道等の施設の適正な設置及

び管理を指導し、健康被害事故の未然防止を図りま

す。 

環境課 

   

○ 下水処理機能の充実  

事業名 事業内容 担当課 

合併処理浄化槽の設置促

進 

単独処理浄化槽や汲取り式から家庭用合併処理浄

化槽への切換えに助成し、生活排水の適正処理を促

進します。 

環境課 

雨水排水路の整備 近年、発生の頻度が増している豪雨等への対策と

して、市内に整備された排水路の適正な維持管理に

努めるとともに、浸水被害が多くみられる前原・横

渚地区において排水機能の強化を図ります。 

都市建設課 
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 鴨川市第３次５か年計画 ―各論― 

第２章 環境と調和した安心・安全のまち 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

７４ 

 

 

 

 

第１節 環境施策
 

現状と課題 

本市は、南房総国定公園、

清澄自然公園、県立嶺岡山系自然公園

されるとともに、海山問わず

勝地に恵まれていることから

豊かな生活の源泉として、また

交流資源の一つとして、大切

く必要があり、これらの取組

計画的に進めていくことが求

また、環境を取り巻く情勢

災と福島第一原子力発電所における

響や大陸の経済発展による大気汚染

地球温暖化に伴うものと推察

 

 

基本方針 

環境基本計画に基づき、市民

かつ快適な生活を営むことができ

展が可能な社会を構築していくことを

して、地球温暖化対策の推進

はじめとする生活環境の保全

 

  

施策の推進 

、県立養老渓谷奥

県立嶺岡山系自然公園に指定

わず豊かな自然・景

まれていることから、これを快適で

また重要な観光・

大切に守り育んでい

取組みを総合的かつ

求められます。 

情勢は、東日本大震

における事故の影

大気汚染の広がり、

推察される異常気象

による被害の深刻化など、

ます。 

これに伴い、本市においても

で快適な生活を確保するため

など、大気・水質等の身近

る調査についても、継続して

更なる環境美化に向けた啓発

支援、加えて温室効果ガス

力を入れていく必要があります

 

 

市民が健康で安全

むことができ、持続的発

していくことを基本と

推進、大気・水質を

保全、豊かな自然環

境や景観の保護・保全などに

進めていきます。 

また、環境美化に関する

極的に取り組み、地域の環境保全

市民、事業者、行政が連携

進します。 

 

 

、大きく変化してい

においても、安心・安全

するため、空間放射線量

身近な生活環境に関す

して取り組みつつ、

啓発や市民活動への

ガス排出量の削減にも

があります。 

などに関する取組みを

する意識啓発等にも積

環境保全に関して、

連携しながら施策を推
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評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

温室効果ガス排出量 49,906 t-CO2 
（平成 24 年度） 

47,410 t-CO2  

「公害防止等の環境保全施策の

推進」に不満を持つ市民の割合

（まちづくりアンケート調査） 

13.0 % 
（平成 25 年度） 

 10.0 %  

不法投棄物の年間撤去量 
19.5 t 

（平成 26 年度） 
15.0 t  

 

施策・事業内容 

○ 環境施策全般の総合的な推進  

事業名 事業内容 担当課 

環境基本計画の策定及び

推進 

環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、新たな環境基本計画を策定すると

ともに、これを推進します。 

環境課 

   

○ 地球温暖化対策の推進  

事業名 事業内容 担当課 

地球温暖化対策実行計画

の推進 

地球温暖化対策実行計画に基づく取組みを推進

し、温室効果ガスの排出削減を図ります。 環境課 

住宅用省エネルギー等設

備の設置促進 

太陽光発電システムや燃料電池システムをはじめ

とする住宅用の省エネルギー設備に助成し、環境負

荷の軽減とエネルギーの効率的な利用を促進しま

す。 

環境課 

エコカーの導入 温室効果ガスの排出削減効果が高く低燃費なエコ

カーへの公用車の更新を計画的に進めます。 
財政課 

   

○ 生活環境の保全施策の推進  

事業名 事業内容 担当課 

生活環境に関する調査等

の実施 

大気・水質・空間放射線量・自動車騒音など生活

環境の安全性・快適性に関する調査を常時または定

期的に実施し、結果等を公表します。 

環境課 

ＥＭ活性液の放流等の促

進 

生活雑排水等を浄化し、河川をはじめとする公共

用水域の水質改善を図るため、ＥＭ活性液の市民へ

の配布及び河川放流を引き続き拡大・促進します。 

環境課 

 
  



 

７６ 

 

 

 

 

 
 
 
 

○ 自然環境・景観の保護

事業名 

不適正な土砂埋立て等の

監視 

不法投棄監視員及び監視

用カメラの設置 

 

○ 環境美化に関する啓発活動等

事業名 

環境美化等に関する啓

発・学習の促進 

環境美化活動を行う団体

等の支援育成 

ごみゼロ運動等の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

保護・保全施策の推進 

事業内容 

土砂等の埋立てなどによる土壌汚染及び災害発生

を未然に防止し、住民生活の安全確保と生活環境の

保全を図るため、許可審査及び事業期間中の適切な

監視指導を行います。 

主要な不法投棄箇所に監視用カメラを設けるとと

もに、不法投棄監視員を設置し、県警察環境監視員

との連携のもと、不法投棄の未然防止及び指導体制

の強化を図ります。 
 

啓発活動等の推進 

事業内容 

市内の各小中学校を対象に、花いっぱい運動を推

進するとともに、小学生を対象に廃棄物処理施設な

どについての学習の機会を提供するなど、広く環境

美化等の啓発を図ります。 

地域の自発的な美化活動やよりよい生活環境づく

りを目指した活動を支援し、関係団体の支援・育成

を図ります。 

市民の環境美化意識の向上と、ごみの適正処理、

再資源化に関する啓発を図るため、市内全域を対象

としたごみゼロ運動等を実施します。 

 

 

 

担当課 

災害発生

の

な
環境課 

けるとと

県警察環境監視員

指導体制
環境課 

 

 

担当課 

推

な

環境
環境課 

づく

育成 環境課 

、

対象 環境課 



 

 

 
 

 

第２節 公園・緑地
 

現状と課題 

公園や緑地は、市民のレクリエーション

間であるとともに、自然とのふれあいを

するなど重要な役割を担っています

市内には、12 箇所の市立公園

どもの遊び場のほか、「モミ・ツガの

など３ルートの首都圏自然歩道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

生活の憩いの場としての身近

な維持管理に努めるとともに

の拠点施設でもある総合運動施設

としての整備に取り組み、ランニング・ウォ

ーキングをはじめとする新たな

への対応と併せ、交流人口の

る地域資源としての機能強化

 

  

緑地の整備 

のレクリエーション空

とのふれあいを提供

っています。 

市立公園と７箇所の子

モミ・ツガのみち」

首都圏自然歩道があります。 

今後は、既存施設の適切

めるとともに、多様化する

合わせて、市民の生活に潤

て、さらには観光・交流のより

支える場として、本市の特色

の整備を進めていくことが

 

身近な公園の適切

めるとともに、スポーツ観光

総合運動施設の都市公園

ランニング・ウォ

たな利用者ニーズ

の増加にも寄与す

機能強化を進めます。 

また、四季を通じて、豊

うことができる首都圏自然歩道

引き続き努めます。 

さらに、主要国道等の美化花壇

実施するとともに、これを

イベントを開催し、緑あふれる

ての情報発信を行います。
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適切な維持・管理に努

する利用者のニーズに

潤いを与える場とし

のより一層の振興を

特色を活かした公園

めていくことが求められています。 

豊かな自然とふれあ

首都圏自然歩道の機能確保に

美化花壇の植栽等を

これを活用したスポーツ

あふれる花のまちとし

。 



 

７８ 

 

 

 

 

 
 

 

評価指標 

指標 

市民１人当たりの公園面積

「花壇の設置など環境美化

進」に満足する市民の割合

ちづくりアンケート調査）

 

施策・事業内容 

○ 公園・緑地の整備 

事業名 

総合運動施設の都市公園

としての整備 

身近な公園の維持管理 

 

○ 首都圏自然歩道の維持管理

事業名 

首都圏自然歩道の維持管

理 

 

○ 国道等美化花壇の整備

事業名 

美化花壇の植栽・管理 

 
 
 
 
 
 
  

現状値 目標値 

公園面積 5.8 ㎡/人 
（平成 27 年度） 

9.8 ㎡/人  

環境美化の推

割合（ま

） 

42.2 % 
（平成 25 年度） 

50.0 %  

 

事業内容 

総合運動施設を都市公園法に基づく都市公園とし

て位置付け、市民が憩い、健康の増進を図るために

ランニング・ウォーキングをはじめ多目的に利用で

きる拠点として整備を進めます。 

レクリエーションや憩いの場として、市民が多目

的かつ身近に利用できる、市立公園や子どもの遊び

場の維持確保を図ります。 
 

維持管理 

事業内容 

豊かな自然にふれあいながら、四季を通じて手軽

に楽しく、安全に歩くことができる首都圏自然歩道

の巡視と維持管理を適正に実施します。 
 

整備 

事業内容 

主要国道等の花壇への花の植栽等を年間を通して

実施するとともに、これを活用したスポーツイベン

トを開催し、花のまちとしての情報発信を行います

 

 

備考 

 

 

 

担当課 

とし

るために、

で

スポーツ振興課 

都市建設課 

多目

び
都市建設課 

子ども支援課 

 

 

担当課 

手軽

首都圏自然歩道 都市建設課 

 

 

担当課 

して

したスポーツイベン

います。 

環境課 
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第３節 環境衛生対策の充実 
 

現状と課題 

本市のごみ排出量は、事業系ごみの占める

割合が平成 24 年度で 36.6％と、県平均の 2

6.9％と比較して高く、１人１日当たりごみ排

出量を見ると、近年は減少傾向にあるものの、

全国や県の平均よりも多くなっており、今後

も、適正な分別収集とともに、資源ごみの集

団回収などをより一層促進し、ごみの減量化

と再資源化を進めていく必要があります。 

また、ごみの処理施設・収集運搬体制に目

を転じると、現在、安房郡市広域市町村圏事

務組合によりごみ処理広域化事業が進められ

ているため、この進捗を踏まえながら、市内

のごみを一括して処理している鴨川清掃セン

ター稼働期間内における施設の維持管理と、

広域処理施設稼働後に向けた収集運搬体制の

構築に並行して取り組むことが求められます。 

一方、し尿処理については、衛生センター

の基幹的設備の改良などに引き続き取り組み、

施設の長寿命化と併せて、安定的かつ経済的

な処理体制を確立することが必要です。 

加えて、衛生的な環境を将来にわたって保

全していくため、安房郡市広域市町村圏事務

組合により運営されている火葬場施設の適正

運用や狂犬病の予防対策などについても、確

実に実施していくことが求められます。 

 

■1 人 1 日当たりのごみ排出量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 

分別排出の徹底やごみの減量化・資源化に

努めることを基本として、中長期的視野のも

と、資源循環型社会の構築を目指します。 

その中でも、安房郡市広域市町村圏事務組

合が主体となって推進するごみ処理広域化事

業に関しては、収集から処理に関する廃棄物

等の流れが一新される事業であることから、

十分な検討協議に加え、市民や事業者への周

知等に取り組みます。 

また、し尿や汚泥の安定的な収集・処理を

将来にわたって確保するため、衛生センター

の基幹的設備の改良に引き続き取り組み、施

設の長寿命化とともに環境にやさしく経済的

な処理体制の整備を図ります。 

加えて、衛生的な環境を将来にわたって保

全していくため、広域的に運用する火葬場の

円滑な運営についても、確実かつ適正に維持

していきます。 
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評価指標 

指標 

１人１日当たりのごみ排出量

リサイクル率 

 
 

施策・事業内容 

○ ごみ処理体制の確立

事業名 

一般廃棄物処理基本計画

の推進 

ごみ集積施設等の設置促

進 

ごみの広域処理の推進 

一般廃棄物最終処分場等

の適正な維持管理 

ごみ収集車両の更新 

安定焼却のための施設機

能の維持確保 

 
 
 
 
 
 
 
  

現状値 目標値 

排出量 
1,247 ｇ/人・日 

（平成 24 年度） 
1,151 ｇ/人・日

22.0 ％ 
（平成 24 年度） 

25.0 ％ 

確立と関連する収集・処理・処分施設の整備充実

事業内容 

ごみ等の減量化・資源化を計画的に推進するとと

もに、ごみ処理広域化の動向に合わせて計画の見直

しを実施し、循環型社会の更なる形成を促進します

ごみ集積場所に搬出されたごみの散乱防止のた

め、集積施設の整備や鳥獣よけネットの購入に助成

します。 

安房郡市広域市町村圏事務組合によるごみ処理広

域化を推進するとともに、これに併せて、市内の収

集運搬体制の再構築、現有職員の適正配置等を図り

ます。 

天津小湊一般廃棄物最終処分場について、残余容

量を的確に把握し、適正な維持管理を行います。 

また、廃止されている天津小湊清掃センター跡地

の安全確保を図るため、焼却施設の煙突等の取壊し

を行います。 

ごみの収集業務を安定的に実施するため、収集車

両を計画的に更新します。 

ごみ処理広域化への移行を見据えつつ、現清掃セ

ンターの安定稼働を図るため、計画的な補修・修繕

を行います。 

 

 

備考 

日  

 

整備充実 

担当課 

するとと

見直

します。 

環境課 

助成 環境課 

処理広

収

り

環境課 

清掃センター 

残余容

 

跡地

し

清掃センター 

収集車
清掃センター 

セ

修繕 清掃センター 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

○ ごみの減量化、再資源化

事業名 

ごみの排出抑制と負担の

公平化 

資源ごみ回収の促進 

ごみの減量化等に関する

啓発の推進 

生ごみ処理容器等の普及

促進 

焼却灰の効率的で安全な

処理 
 

○ し尿及び浄化槽汚泥

事業名 

し尿収集車両の更新 

し尿処理施設の長寿命化 

 

○ 火葬場の整備充実 

事業名 

火葬場の整備充実 

 

○ 公衆衛生対策の充実

事業名 

狂犬病予防対策の推進 

 
 
  

再資源化の推進 

事業内容 

ごみ指定袋制度により、ごみ排出量の減量化と処

理費用の負担の公平化を図ります。 

地域団体などが実施する資源ごみの集団回収活動

をその実績に応じて支援し、ごみの再資源化の促進

と団体の育成を図ります。 

ごみの減量化の更なる推進を図るため、市民への

情報提供やリサイクルマーケットの開催等により意

識啓発を行います。また、開発事業者に対する適切

な指導に努めます。 

各家庭から排出される生ごみの自家処理と堆肥化

等による再利用を促進するため、処理容器等の購入

に助成し、この普及促進を図ります。 

清掃センターの焼却処理から生じる焼却灰の再資

源化を進めます。 

 

浄化槽汚泥の計画収集、施設の整備及び適正な維持管理

事業内容 

し尿収集業務を安定的に実施するため、収集車両

を計画的に更新します。 

 処理施設の長寿命化を図るため、基幹的設備の更

新等を計画的に実施します。 
 

 

事業内容 

安房郡市広域市町村圏事務組合により、広域的に

火葬場を運営し、その適切な維持管理を行います。
 

充実 

事業内容 

県や県獣医師会との連携のもと、犬の登録を促進

するとともに、狂犬病予防注射を実施します。 
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担当課 

処
環境課 

集団回収活動

促進 環境課 

への

意

適切
環境課 

堆肥化

購入 環境課 

再資
清掃センター 

 

維持管理 

担当課 

収集車両
衛生センター 

更
衛生センター 

 

 

担当課 

に

。 
環境課 

 

 

担当課 

促進
環境課 



 

８２ 

 

 

 

 

第４節 消防・防災対策
 

現状と課題 

東日本大震災の発生後、市民

高まりとともに、事前防災や

組みが強く求められており、

わからない大規模な自然災害

に可能な対策を積み上げていくことが

要とされています。 

これまで本市においては、

様々な災害に対する脆弱性を

地域防災計画を改定し、これに

ップの作成・戸別配布、津波避難

や海抜表示看板等の設置、関係機関

による治山・治水対策などの

模災害の発生に先立ち、優先度

してきました。 

しかし、我が国がおかれた

多様かつ大規模な災害の発生

があることから、求められる

ない一方、こうした施策を実施

源は限られています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

防災対策の充実 

市民の防災意識の

や減災に関する取

、いつ発生するか

自然災害に対して、平時

げていくことが特に必

、市内各地域の

を評価した上で、

これに基づく防災マ

津波避難ビルの指定

関係機関との連携

などの取組みを、大規

優先度をつけて推進

がおかれた地勢的状況は、

発生を想定する必要

められる備えには限りが

実施するための財

このため、中長期的な視野

き優先度が高い施策からの

ることは当然ながら、今すぐにでも

る大規模災害に備えるため

生命及び生活を守ることができるよう

レベルでの地域力の向上を

これまで以上に災害に強い

ていく必要があります。 

消防・救急体制については

市広域市町村圏事務組合により

長狭分遣所、天津小湊分遣所

備消防と救急業務が担われている

備消防として消防団が組織

しかし、近年、消防団員

っていることから、新たな

組織の総合的な見直しを図

関係機関はもちろんのこと

民も含めた相互の連携を深

殊災害等の有事への対応の

ことが必要です。 

 

 

 

視野のもと、引き続

からの的確な実施に努め

すぐにでも発生しう

えるため、市民が、自らの

ることができるよう草の根

を促す取組みを進め、

い地域の創造を図っ

 

については、現在、安房郡

により鴨川消防署、

天津小湊分遣所が設置され、常

われている一方、非常

組織されています。 

消防団員の確保が困難にな

たな消防団員の確保や

図るとともに、市や

はもちろんのこと、平時から地域住

深め、自然災害や特

の更なる充実を図る
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基本方針 

今後、南海トラフ地震等が遠くない将来に

発生する可能性があることから、東日本大震

災など過去の災害から得られた経験を最大限

に活用しつつ、津波避難タワーの整備や防災

行政無線子局の増設等をはじめとするハード

整備に加えて、市民の意識啓発や有事におけ

る避難等の迅速性・確実性を向上させる住民

参加型の避難訓練や防災に関する出前講習等

のソフト対策を、関係機関との連携のもと継

続的に実施し、災害発生時における被害の最

小化を図ります。 

 

 

また、災害発生直後における初期対応の充

実を図るため、関係機関との連携を平時から

密にするとともに、災害用備蓄資機材等の確

実な備蓄や、共助の基盤となる自主防災組織

の育成を図ります。 

また、広域的な消防・救急体制の更なる充

実と併せて、消防団員の活動環境の整備、消

防団の持続可能なあり方の検討など、災害発

生時に適切に対応できる動員体制を確保する

とともに、治山・治水対策の計画的な実施を

進め、災害に対して強靭性を持った地域づく

りを推進します。 

 

 

 

評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

「自然災害に対する防災対策」

において「どちらともいえない」

と回答した市民の割合（まちづ

くりアンケート調査） 

42.3 % 
（平成 25 年度） 

30.0 % 

災害への備えに対す

る市民の関心の度合

いを評価する趣旨に

より設定 

防災訓練等の年間参加者数（津

波避難訓練） 
5,882 人 

（平成 26 年度） 
6,000 人  

防災に関する出前講習等の年間

実施回数 
14 回 

（平成 26 年度） 
21 回  

消防団協力事業所の認定数（累

計） 
－ 10 事業所 計画期間内の累計 

 
  



 

８４ 

 

 

 

 

 

 
 
 

施策・事業内容 

○ 防災対策の強化  

事業名 事業内容 担当課 

総合防災訓練の実施 災害発生時における人的被害の軽減を図るととも

に、初期活動を円滑に実施するため、関係行政機関

との連携により総合防災訓練を実施します。 

消防防災課 

災害用非常食・資機材の備

蓄 

非常用食料や水、災害用資機材の整備・更新を計

画的に進めます。 消防防災課 

防災ラジオの整備 防災行政無線による放送内容を受信可能な防災ラ

ジオの普及を促進し、防災情報伝達の確実性向上を

図ります。 

消防防災課 

防災行政無線の整備充実 防災行政無線の難聴地域の調査及び地域からの要

望に基づき、防災行政無線子局の整備を進めます。 
消防防災課 

地域における自主防災組

織の育成支援 

地域の自主防災組織が実施する取組みに対して助

成するとともに、地域ごとの防災マニュアル作成を

支援するなど、草の根レベルからの防災力の向上を

図ります。 

消防防災課 

防災マップの充実 防災マップに掲載される情報を最新に保つなど、

掲載情報の更なる充実に努め、地域住民及び関係行

政機関へ配布します。 

消防防災課 

防災に関する出前講習等

の実施 

 学校の授業やふれあいサロンなど、様々な集まり

の機会を捉えて出向き、市民の防災意識向上に向け

た講習等を実施します。 

消防防災課 

   

○ 高潮・津波・水害対策の推進  

事業名 事業内容 担当課 

津波避難タワーの整備 津波発生時における市民・観光客等の一時避難場

所として、小湊小学校敷地内に津波避難タワーを整

備します。 

消防防災課 

津波避難訓練の実施 津波発生時においては一人ひとりの主体的かつ迅

速な避難行動が重要となるため、津波発生に特化し

た避難訓練を実施します。 

消防防災課 

海抜表示看板の更新整備 市内の電柱に海抜表示看板を更新整備し、津波避

難の目安として広く周知を図ります。 
消防防災課 

準用河川・普通河川の整備 本市が管理する河川の改修を計画的に実施し、台

風や豪雨による河岸の浸食等の未然防止を図りま

す。 

都市建設課 

水門の維持管理 市内３箇所の水門（内浦、湊、神明）について、

高潮・津波の際に支障なく作動するよう適正な維持

管理を行います。 

都市建設課 

 

  



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

○ 土砂災害対策の推進

事業名 

急傾斜地崩壊対策事業の

促進 

土砂災害対策の促進 

治山・地すべり防止対策の

促進 

 

○ 広域的な常備消防・

事業名 

広域的な常備消防・救急体

制及び施設・設備の充実 

 

○ 消防団活動の環境整備及

事業名 

消防水利の充実 

消防車両等の更新 

消防団協力事業所表示制

度の推進 

 
 
 
 
 
 
 
  

推進 

事業内容 

急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命・財産

を保全するため、関係機関と協力して急傾斜地崩壊

対策事業の促進を図ります。 

県が指定した土砂災害警戒区域において防災講習

を実施するとともに、関係機関との連携により土砂

災害に特化した避難訓練を実施します。 

治山・地すべり防止対策の 山地災害や地すべりによる災害を未然に防ぐた

め、関係機関と協力して治山・地すべり防止対策の

充実を図ります。 
 

・救急体制及び施設・設備の充実 

事業内容 

広域的な常備消防・救急体

 

安房郡市広域市町村圏事務組合により、常備消

防・救急業務を効率的に推進するとともに、救急体

制及び施設・設備の充実を図ります。 
 

環境整備及び消防施設・設備の計画的整備 

事業内容 

 防火水槽・消火栓等の消防水利を住宅地等の変遷

に合わせて新設するとともに、既存施設等の適正な

維持管理に努めます。 

火災発生時に迅速な消火活動等が行えるよう、消

防ポンプ車や車載ホースなどの消防用備品の更新を

計画的に行います。 

消防団活動への便宜や団員の加入促進などに協力

する事業所を消防団協力事業所として認定し、消防

団員の活動環境を整備します。 
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担当課 

財産

急傾斜地崩壊 都市建設課 

防災講習

土砂 消防防災課 

の
農水商工課 

都市建設課 

 

 

担当課 

救急体 消防防災課 

 

 

担当課 

変遷

な 消防防災課 

消

を 消防防災課 

協力

消防 消防防災課 



 

８６ 

 

 

 

 

 

第５節 交通安全・防犯対策の充実 

 

現状と課題 

本市における交通事故発生件数は、近年は

減少傾向にあるものの、依然として 5 年前と

同程度の水準となっています。また、全国的

な傾向として、高齢者が関与する事故の件数

が増加しているため、今後も高齢化が進んで

いくと考えられる本市にあっても、引き続き

高齢者等を対象とした交通安全施策の充実を

図っていくことが必要です。 

犯罪に関しては、近年、振り込め詐欺など

の知的犯罪を中心に、その手口の巧妙化や広

域化が進んでいます。 

本市の犯罪発生件数は比較的少なく、また

減少傾向にあるものの、犯罪の全国的な低年

齢化・広域化から、子どもや高齢者等が被害

者になる可能性も考えられるため、家庭や学

校、地域との連携のもと、規範意識・防犯意

識の向上など、犯罪を未然に防止するための

環境整備に市民と関係機関等が一体となって

取り組むことが求められます。 

 

 

■交通事故発生件数の推移              ■犯罪発生件数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 

交通安全対策として、ガードレールやカー

ブミラーをはじめとする交通安全施設等の危

険箇所への整備を進めるとともに、交通安全

意識の向上を図るため、警察や交通安全協会、

高齢者福祉団体等との連携のもと、高齢者等

の交通安全対策の充実を図るなど、交通事故

の発生を未然に防止するための取組みを強化

します。 

また、犯罪対策として、警察や地域防犯団

体等との連携のもと、防犯教育や啓発活動を

推進するとともに、防犯灯の適正配置と LED

化を進め、市民ぐるみでの安全・安心なまち

づくりを推進します。 

さらに、適切な管理が行われていない空き

家に関して、その将来的な活用も視野に情報

収集を行うとともに、生活環境に深刻な影響

を及ぼすものについては、行政指導等の必要

な措置を講じます。
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評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

年間交通事故発生件数 
183 件 

（平成 26 年） 
151 件  

年間犯罪発生件数 358 件 
（平成 26 年） 

322 件  

特定空き家の情報受理件数に対

する改善率 
20.0 % 

（平成 27 年 6 月現在） 
30.0 %  

 

施策・事業内容 

○ 交通安全対策の推進  

事業名 事業内容 担当課 

交通安全施設の整備 交通危険箇所にガードレール・カーブミラー等の

交通安全施設を設置するとともに、老朽化した施設

の更新を進めます。 

都市建設課 

消防防災課 

通学路の安全対策 通学路の合同点検を警察や道路管理者等の関係機

関との連携のもと実施し、子どもの登下校の安全確

保を図るとともに、通学路安全推進会議において各

対策の進捗確認等を行います。 

学校教育課 

都市建設課 

消防防災課 

企画政策課 

高齢者等の交通安全対策

の推進 

警察等関係機関との連携により、高齢者を対象と

した交通安全教育を推進します。 

また、自動車運転免許証を自主返納した方に対す

る公共交通機関の利用に際しての優遇措置の更なる

普及促進を図ります。 

消防防災課 

企画政策課 

   

○ 防犯対策の推進   

事業名 事業内容 担当課 

地域防犯活動の促進 関係団体との連携により、防犯に関する講習等を

実施するとともに、市民による自主的な防犯パトロ

ール等の活動を促進します。 

消防防災課 

防犯灯の設置と適正な維

持管理 

市内に設置された防犯灯機器の適正な更新を実施

するとともに、経済性の向上等を図るため LED 防犯

灯の設置を進めます。 

消防防災課 

   

○ 空き家対策の推進   

事業名 事業内容 担当課 

空き家対策の推進 適切な管理が行われていない空き家に関して、そ

の将来的な活用も視野に情報収集を行うとともに、

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと考えら

れるものについては行政指導等の必要な措置を講じ

ます。 

都市建設課 

環 境 課 

消防防災課 

農水商工課 

他 

  



 

８８ 

 

 

 

 

 

第６節 消費者対策の充実 
 

現状と課題 

生活様式の変化に伴い、消費者ニーズが多

様化する中において、インターネットの普及

による電子商取引等の拡大・浸透により、消

費者の購買行動も大きく変化してきています。 

これに伴い、国民生活センターや消費生活

センターに寄せられる相談としては、通信販

売や、インターネットを介して提供を受ける

デジタルコンテンツの契約に関する相談が増

加しており、特にこれらについては、若年層

と高齢者からの相談の増加が顕著となってい

ます。 

 

 

また、経済のグローバル化等により原材料

の海外調達が進んでいることなどから、食品

をはじめとする商品やサービスの安全性につ

いても、正確かつ詳細にわたる商品情報や消

費生活情報の提供が求められています。 

こうした動向を踏まえ、本市でも、国・県、

国民生活センター、その他関係者と連携しな

がら、消費者問題の被害者の救済に向けて市

民目線で取り組むとともに、消費者事故の未

然防止や、事故の再発・拡大防止のため、消

費者自らが消費生活に関する知識、情報を取

得できるよう、積極的に関係情報の周知を図

る必要があります。 

 

 

基本方針 

生活していく上で欠かすことのできない消

費活動において、安心・安全な環境を整備す

るため、商品の品質表示等の監視体制の強化

を図るとともに、多様化する相談内容に適切

に対応するため、国・県等との連携のもと、

身近な相談体制の充実を図ります。 

また、消費者情報パンフレットの公共施設

での配布や広報誌への記事掲載、消費生活に

関する無料相談などの取組みを通して、消費

者被害を未然に防止するための情報提供・啓

発活動に取り組みます。

 
 
 

評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

「消費者トラブルや悪質商法等

への対応の充実」に不満を持つ

市民の割合（まちづくりアンケ

ート調査） 

16.4 % 
（平成 25 年度） 

14.8 %  

 
  



 

 

 
 

 

 
 
 
 

施策・事業内容 

○ 消費生活の安定と充実

事業名 

品質表示等の監視強化 

適正な計量の実施 

 

○ 消費生活相談の充実及

事業名 

消費生活相談等の充実 

消費生活情報の提供 

ライフステージに応じた

消費者教育等の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

充実 

事業内容 

消費生活用製品、家庭用品、電気用品などの品質

表示等の監視を強化します。 

商店、工場及び病院等で取引や証明等に使用して

いる計量器を定期的に検査します。 
 

充実及び情報の提供 

事業内容 

市民に身近な市民相談室の業務の一環として、消

費生活等に関する相談を実施するとともに、法律の

専門家による無料消費生活相談を実施します。 

消費者情報パンフレットの公共施設での配布や広

報誌への記事掲載等を通じて、各世帯への適切な情

報提供に努めます。 

学校や地域等、様々な場面で行われる消費者教

育・学習において、国や県、関係団体と連携し、若

年者や高齢者など年齢層に応じた啓発発動を行いま

す。 
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担当課 

品質
農水商工課 

して
農水商工課 

 

 

担当課 

消

の 農水商工課 

広

情 農水商工課 

若

いま

農水商工課 

福祉課 

生涯学習課 
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９２ 

 

 

 

 

 

第１節 農林業の振興 
 

現状と課題 

本市にとって、農業は基幹的産業のひとつ

であるとともに、農村の美しい景観は、防災

の観点においても重要な機能を果たしており、

今後もその持続的発展を図っていく必要があ

ります。 

しかし、農業を取り巻く環境は、農業従事

者の高齢化と後継者不足、農産物価格の低迷

に加え、サル、シカ、イノシシ、キョン等の

有害鳥獣による被害の深刻化に伴う農家数の

減少と耕作放棄地の増加など、厳しい状況に

あり、環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰ

Ｐ）※をはじめとする経済のグローバル化に伴

う国際動向についても、引き続き注視が求め

られる状況にあります。 

このため、経営感覚に優れた意欲ある農業

従事者の確保・育成、優良農地の保全やその

利用の集積と併せて、「長狭米」や「鴨川七

里」など高品質な地元産品のブランド力の更

なる強化を進めるとともに、有害鳥獣対策に

も継続的に取り組み、産業としての競争力の

維持と持続的発展を図ることが必要です。 

また、一次産品の加工商品の開発による高

付加価値化、農家民泊の利用拡大などをさら

に推し進め、農家の安定的な収入の確保・増

加に取り組むことも必要です。 

畜産業については、家畜伝染病の予防対策

の確実な実施など、周辺環境との調和を図り

つつ、生産技術の効率化やコスト低減・省力

化を進めるとともに、耕畜連携による農地の

有効利用と米の生産調整を図るなど、他産業

との共栄を図る取組みについても推進してい

くことが求められます。 

林業については、外材の流入による価格の

下落や従事者の高齢化等に伴って、森林の荒

廃が見られる状況にあります。水源のかん養

や二酸化炭素の吸収、水害や山地災害に対す

る防災面など、森林が提供する多様な公益的

機能を守るため、森林の適正な保全・育成が

必要です。 

また、市人口の減少への対応という本市が

抱える最重要課題を克服するため、美しい農

村景観と大都市に近い立地を活かした、都市

農村交流をこれまで以上に積極的に進めると

ともに、ふるさと回帰支援センターの機能強

化により、農業の新たな担い手ともなり得る

市外からの移住者の発掘に努めることも必要

です。 
 

■販売農家数の推移 
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基本方針 

農業については、農業生産基盤整備

型直接支払制度の活用による

的な整備により生産性の向上等

に、耕作放棄地の解消や農家

の対応として、有害鳥獣対策事業

せ、地域の主要な担い手への

約化を進め、本市の農業の競争力

化を図ります。 

また、農商工連携※や６次産業化

本市が誇る高品質な農産物のブランド

加価値の向上を進めるとともに

学校の体験学習の場などとして

ている農家民泊事業を積極的

の所得向上を促進します。 

畜産業においては、徹底した

と経営支援により、安全かつ

えるとともに、稲ＷＣＳ※生産

  

農業生産基盤整備や日本

による営農基盤の継続

向上等を図るととも

農家の後継者不足へ

有害鳥獣対策事業の強化と併

への農地の集積・集

競争力の維持・強

次産業化※を進め、

のブランド力と付

めるとともに、都市部小中

などとして需要が拡大し

積極的に支援し、農家

 

した家畜衛生対策

かつ優良な生産を支

生産をはじめとする

耕畜連携を積極的に促進し

共栄を目指します。 

林業については、森林が

の持続的発揮が可能となるよう

連携をとりながら森林の適切

図り、森林空間の総合的な

また、大山千枚田をはじめとした

の景観や、地域の農的魅力

これを都市農村交流や本市

結び付けていくため、みんなみの

楽部、ふるさと回帰支援センターといった

核施設の機能強化を進めるとともに

地域資源の発掘・育成を促進
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し、農業と畜産業の

が有する多面的機能

となるよう、国・県との

適切な保全・育成を

な利用に努めます。 

をはじめとした棚田など

農的魅力を最大限に発揮し、

本市への移住の拡大に

みんなみの里や棚田倶

センターといった中

めるとともに、新たな

促進します。 



  

９４ 

 

 

 

 

 

 
 
 

評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

経営耕地面積 1,460 ha 
（平成 22 年） 

1,460 ha 
減少傾向にある中、現

状を維持 

認定新規就農者数（累計） － 5 人 計画期間内の累計 

農家民泊の年間受入れ人数（延

べ数） 
982 人 

（平成 26 年度） 
1,700 人  

有害鳥獣による年間農作物被害

額 
10,900 千円 
（平成 26 年度） 

6,435 千円  

酪農飼養頭数 
1,287 頭 

（平成 26 年度） 
1,200 頭 減少率を抑制 

森林の整備面積（間伐・造林等）

（累計） 
－ 150 ha 計画期間内の累計 

 
 
 

施策・事業内容 

○ 持続的発展が可能な営農環境の創出  

事業名 事業内容 担当課 

人・農地プランの作成と見

直し 

農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の

増加などの「人と農地の問題」を解決するため、地

元農家とともに「人・農地プラン」を作成し、この

定期的な見直しを行います。 

農水商工課 

担い手への農地集積の促

進 

県等の関係機関との連携のもと、担い手への農地

の集積を支援し、農業経営の効率化と安定化を促進

します。 

農水商工課 

新規就農者の確保 新規就農を志す青年等の取組みをその計画段階か

ら農業経営の改善、発展段階まで継続的に支援し、

農業の新たな担い手確保を進めます。 

農水商工課 

農業経営体への支援 意欲ある農業経営体の経営の規模拡大や多角化を

図るため、農業経営基盤強化資金及び農業近代化資

金に対する利子補給を行います。 

農水商工課 

植物防疫の促進 複数の農家等で行う水稲病害虫の防除事業を支援

し、斑点米、いもち病等の被害防止と水稲の生産性

向上を図ります。 

農水商工課 
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○ 農産物の高付加価値化と販売促進  

事業名 事業内容 担当課 

一次産品の高付加価値化

と販売促進 

地域ブランドの確立や農商工連携※、６次産業化※

に取り組む団体等を専門的人材の活用等により支援

し、一次産品の高付加価値化と販売促進による所得

の向上と地域経済の活性化を図ります。 

農水商工課 

   

○ 農業生産基盤の整備  

事業名 事業内容 担当課 

ほ場整備の促進 地域との合意形成を図りつつ、県営ほ場整備事業

を促進し、生産効率と農業所得の向上を図ります。 
農水商工課 

用排水施設整備の促進 用水源の安定確保を図るため、県や地域との連携

により老朽化が見られるため池の改修等を進めま

す。 

農水商工課 

農道の整備 ほ場整備事業等で造成された幹線農道や集落間連

絡農道で未舗装となっている路線を計画的に整備し

ます。また、国・県に対して、安房地域広域営農団

地農道の整備促進を要請していきます。 

農水商工課 

 

○ 有害鳥獣対策の強化  

事業名 事業内容 担当課 

有害鳥獣対策の強化 野生のサル・シカ・イノシシ・キョンなどによる

農作物等への被害を防止するため、銃やわなによる

捕獲、防護柵の設置を支援します。 

農水商工課 

   

○ 農業の多面的機能の発揮の促進  

事業名 事業内容 担当課 

日本型直接支払制度の促

進 

景観形成や洪水・土砂崩れの防止など農業・農村

が有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域

共同による農地の保全等の活動に支援を行います。 

農水商工課 

   

○ 都市農村交流等の促進  

事業名 事業内容 担当課 

ふるさと回帰支援センタ

ーの機能強化 

移住等の希望者に対して、事前相談、不動産に関

する情報提供、就農セミナーなどの総合的な支援を

行います。また、地域おこし協力隊※の活用を視野に

入れつつ、希望者のニーズに対応したワンストップ

サービスの実現を図ります。 

農水商工課 

総合交流ターミナルの機

能強化 

総合交流ターミナル「みんなみの里」の機能強化

を図るため、施設周辺の新たなグランドデザイン、

地元農家の持続可能な経営を支援する援農制度の導

入について検討を進めます。 

農水商工課 

地域資源総合管理施設の

機能強化 

 大山千枚田と地域資源総合管理施設「棚田倶楽部」

を核とした新たな地域資源の発掘と総合的な利活用

に向けた地域の活動を支援し、都市農村交流の更な

る促進を図ります。 

農水商工課 

農家民泊の拡充促進 農家民泊の利用希望者数が順調に推移している状

況を踏まえ、移住のきっかけともなる体験宿泊をよ

り一層推進するため、市外へのプロモーション活動

に取り組むとともに、新規受入れ農家の開業を支援

し、事業の拡大を図ります。 

農水商工課 

観光課 
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○ 畜産経営の安定化 

事業名 

畜産経営体への支援 

耕畜連携への助成 

家畜伝染病予防対策の促

進 

 

○ 森林の保全と活用 

事業名 

森林の保育管理の促進 

森林植生図の作成 

林道の整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

事業内容 

酪農ヘルパーの利用や輸入優良受精卵の活用に助

成し、畜産経営の安定化と生産性の向上を図ります

ＷＣＳ※用稲や飼料用米等生産のための農業用機

械等の購入に助成し、農地の有効利用等を図ります

家畜伝染病予防法に基づく検査料や各種ワクチン

接種費を助成し、家畜伝染病発生の未然防止を図り

ます。 

 

事業内容 

森林の持つ多面的な機能を十分に発揮させるた

め、下刈、枝打、間伐、造林等の実施により優良な

森林を育成します。 

森林の荒廃を防ぎ、森林の有する公益的機能の発

揮を促進するため、森林植生図の作成を着実に進め

ます。 

森林経営の生産基盤となる林道の維持補修ととも

に、一般車両の通行が多い併用林道については、側

溝整備等の改良を計画的に進めます。 

 

 

 

担当課 

助

ります。 
農水商工課 

農業用機

ります。 
農水商工課 

ワクチン

り 農水商工課 

 

担当課 

な 農水商工課 

発

め 農水商工課 

ととも

側 農水商工課 
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第２節 水産業の振興 

 

現状と課題 

本市は、豊かな漁場である太平洋に面して

いることから、まき網、定置網、釣り漁業な

どの多様な沿岸・沖合漁業が盛んに行われ、

多種にわたる水産資源を海からの恵みとして

享受しています。市内には、県が管理する第

３種鴨川漁港・天津漁港・小湊漁港に加え、

市営の第２種江見漁港・浜波太漁港・浜荻漁

港、第１種太夫崎漁港・天面漁港の計８漁港

があり、それぞれ防波堤、護岸、物揚場、泊

地などの計画的な整備が進められています。 

しかし、近年においては、全国的な水揚げ

高の減少、漁業従事者の高齢化、消費者ニー

ズの変化に伴う魚価の低迷など、厳しい問題

に直面しています。 

 

これらの問題への対応を課題として捉え、

漁業経営の持続的発展を図るため、生産基盤

となる漁港の安定稼働の確保、漁業従事者の

確保と育成、さらには水産資源の持続的利用

に向けた資源管理などに取り組むことが求め

られます。 

また、本市の高品質な水産物の高付加価値

化を図るため、そのブランド力の更なる強化

を進めるとともに、漁業従事者の生活の安定

と産業としての発展等に中心的な役割を果た

している漁業協同組合の経営基盤の安定・強

化を図ることも必要です。 

 

■陸揚量・陸揚金額の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 

漁業生産の基盤となる漁港の安定稼働を図

るため、市営漁港の機能保全計画を策定し、

施設の長寿命化と更新コストの平準化・縮減

を進めます。 

また、漁業の持続的発展を図るため、関係

機関等との連携により新規漁業従事者の発

掘・育成に向けた取組みを進めるとともに、

種苗放流等の栽培漁業の更なる促進により、

水産資源の適切な管理に努め、安定した陸揚

量の確保と商品供給を図ります。 

さらに、漁業経営の安定性と所得の向上を

実現するため、水産物の高付加価値化と販売

促進を図り、水産業の中心を担う漁業協同組

合の経営基盤の安定・強化を推進します。 
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評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

年間漁獲量 11,858 t 
（平成 25 年） 

11,858 t 
減少傾向にある中、現

状を維持 

新規就漁者数（累計） － 5 人 計画期間内の累計 

 
 

施策・事業内容 

○ 水産業の持続的発展が可能な環境の創出  

事業名 事業内容 担当課 

漁業経営体への支援 漁業経営の近代化を推進するため、生産施設等へ

の投資に際して利子補給するとともに、漁獲共済掛

金に助成し、漁業経営の安定化を図ります。 

農水商工課 

栽培漁業の促進 つくり育てる漁業を促進し、漁業経営の安定性と

持続可能性を高めるため、アワビ・サザエ・ハマグ

リの種苗放流を継続的に実施します。 

農水商工課 

漁業の担い手の育成 県やふるさと回帰支援センターとの連携により、

就漁希望者に対する相談会の開催や移住に関する情

報提供等を実施するとともに、職場体験の受入れを

促進します。 

農水商工課 

   

○ 水産物の高付加価値化と販売促進  

事業名 事業内容 担当課 

一次産品の高付加価値化

と販売促進（再掲） 

地域ブランドの確立や農商工連携※、６次産業化※

に取り組む団体等を専門的人材の活用等により支援

し、一次産品の高付加価値化と販売促進による所得

の向上と地域経済の活性化を図ります。 

農水商工課 

   

○ 漁業生産基盤の整備  

事業名 事業内容 担当課 

県営漁港の整備促進 本市水産業の基幹漁港である鴨川漁港をはじめ、

市内３箇所にある県営漁港の整備を促進します。 
農水商工課 

市営漁港の整備 地元漁船が円滑に操業できるよう漁港別に機能保

全計画を策定し、市営漁港の計画的な整備を進めま

す。 

農水商工課 
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第３節 商工業の振興 

 

現状と課題 

本市の商業は、近年の車社会の進展により、

一般国道 128 号や主要地方道千葉鴨川線と

いった幹線道路の沿線を中心に大型店などが

進出し、また、市民による消費が東京・千葉

にも流出するなど、多様な消費ニーズに応じ

て消費地の拡大が進む一方、中小小売店舗は、

既存商店街の衰退や後継者不足などの問題に

直面しており、厳しい状況に置かれています。 

しかし、地域の高齢化が進む中にあって、

身近できめ細かなサービスを提供する地元商

店などは、その必要性を増してきていること

から、空き店舗対策や経営の安定性の確保、

商店街の再活性化に向けて必要な取組みを進

めるとともに、地場産品を活用した付加価値

の高い商品の開発などに取り組み、市民の地

元消費と市外からの来訪客による消費の拡大

を図ることも必要です。 

一方、工業に目を転じると、近年、製造品

出荷額等こそ増加傾向にあるものの、製造事

業所数は減少の一途を辿っており、企業とし

ての競争力と雇用の確保のバランスが大きな

課題となっています。本市においては、全体

の９割以上の事業所が従業員 29 人以下の小

規模なものとなっていることから、新たな企

業の立地に取り組みつつ、既存の事業所に対

する経営支援、新製品・新技術の開発や事業

の拡大などに対する支援を実施し、地域にお

ける産業集積の形成と活性化を図ることが必

要です。 

 

 

■商店数・商品販売額の推移              ■製造事業所数・製造品出荷額等の推移 
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基本方針 

地域に身近で生活に密着したサービス・機

能を提供し、重要な雇用の受け皿ともなって

いる市内の中小企業・中小店舗の経営の安定

化を図り、市内において多様な消費ニーズを

満たすことができる環境を創出するため、こ

れらの事業者による経営資金の確保を支援す

るとともに、農林漁業者との農商工連携※等を

進め、本市の強みである農林水産物を活かし

た付加価値の高いブランド、新製品の開発と

販路拡大を促進します。 

また、企業の新規立地や既存企業の事業拡

大等に支援を行うとともに、関係機関・団体

との連携のもと、経営指導や制度資金の活用、

産業間交流の促進等を図り、地域における就

業機会の拡充と地域経済の更なる発展を図り

ます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

市内事業所数（製造業、卸売・

小売業） 
527 件 

（平成 24 年 2 月） 
553 件  

市内就業人口（市内事業所で働

く市外居住者を含む就業者数）

（製造業、卸売・小売業） 

3,686 人 
（平成 24 年 2 月） 

3,870 人  

市内事業所製造品出荷額等及び

年間商品販売額 

77,829.6 百万円 

（平成 24 年 2 月） 
81,721 百万円  

 
  



 

 

 
 

 

 
 
 
 

施策・事業内容 

○ 指導団体の育成・強化

事業名 

商工会活動等の促進 

 

○ 中小商工業者の経営支援

事業名 

商店街等活性化の支援 

中小企業等の経営支援及

び起業環境の整備 

 

○ 企業立地と雇用の拡大

事業名 

企業立地等の促進 

 

○ 農商工連携※、経済交流

事業名 

一次産品の高付加価値化

と販売促進（再掲） 

物産の販路拡大の促進 

  

強化 

事業内容 

市内商工業者の指導団体である鴨川市商工会、千

葉県たばこ商業協同組合鴨川支部が実施する事業者

の経営改善や地域振興の取組みを支援します。 
 

経営支援の推進 

事業内容 

商店街振興組合による共同研修や商店の店頭・空

き店舗を活用した取り組み、地域商店による販促活

動やポイントサービス事業など、商店街の活性化に

向けた取組みを支援します。 

既存中小企業の経営の健全化・安定化と、新規起

業者の資金調達コストの軽減を図るため、資金融資

に際しての利子補給等を行います。 
 

拡大の促進 

事業内容 

企業立地促進法や本市の関連条例に基づく奨励措

置等の運用、地域経済分析システムの活用等により

新規企業の誘致はもとより、市内事業所の拡充や雇

用の拡大を戦略的に促進します。 
 

経済交流と販路拡大の促進 

事業内容 

地域ブランドの確立や農商工連携※、６次産業化

に取り組む団体等を専門的人材の活用等により支援

し、一次産品の高付加価値化と販売促進による所得

の向上と地域経済の活性化を図ります。 

物産交流協会との連携により、友好都市における

物産展、アンテナショップでのイベント開催、イン

ターネットを利用した販売事業等を展開し、本市物

産の販路拡大を図ります。 
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１０１ 

担当課 

千

事業者 農水商工課 

 

 

担当課 

空

販促活

に
農水商工課 

起

資金融資 農水商工課 

 

 

担当課 

奨励措

により、

雇
企画政策課 

 

 

担当課 

次産業化※

支援

所得
農水商工課 

における

イン

本市物
農水商工課 
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第４節 観光・リゾートの振興 

 

現状と課題 

本市は、豊かな自然環境や歴史的資源、こ

れらを活かしたレジャー施設など数多くの観

光資源を有し、首都圏に近接した観光地とし

て発展してきました。 

近年では、旅行ニーズの多様化や地域間競

争の激化などもあり、旅行者も減少傾向にあ

ります。こうした中で、先の東日本大震災等

を契機に、人々の価値観や趣向は大きく変化

し、それぞれの観光地も様々な魅力を有した

「選ばれ続ける旅行地」になるための戦略づ

くりを進めていくことが求められています。 

本市では、観光振興基本計画（鴨川ホリス

ティックツーリズム）に基づき、自然、文化、

歴史など様々なものを資源と捉え、この活用

を図ってきましたが、今後も新たな魅力づく

りに向け、更なる取組みを進める必要があり

ます。 

加えて、少子高齢化や人口減少の進展によ

り、国内旅行市場が縮小する中で、2020 年

オリンピック・パラリンピック東京大会を絶

好の機会と捉え、外国人旅行者の誘致など、

新たな客層の開拓や長期間滞在などの新たな

観光需要への対応に向けた受入れ体制の整備、

人材育成などにも積極的に取り組んでいく必

要があります。 

また、近年目覚ましい発展を遂げる情報通

信ネットワークは、情報発信の仕組みを大き

く変えました。今後は、これまで活用してき

たポスターやパンフレットといった紙媒体と

インターネットを効果的に活用した情報発信

を行うとともに、全市的な情報戦略として、

地域イメージの確立やブランディング等にも

取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

■観光入込客数の推移 
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その他

（万人）



 

 

 
 

 

 

基本方針 

戦略的な観光まちづくりに

光振興基本計画の策定を進めます

の駅等をはじめとする既存の

力化を図るとともに、街路灯

イレ、駐車場の整備なども継続的

いきます。 

新たな魅力づくりでは、海辺

事業への取組みのほか、メディカル・ヘルス

ツーリズム※やプロ野球キャンプ

知名度や充実したスポーツ施設

ポーツツーリズム※など、本市

た新たな観光・交流資源の開発

組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標 

指標 

年間観光入込客数 

年間宿泊者数 

中間支援組織の取扱件数

市観光プラットフォーム

議会） 

外国人宿泊者数 

  

まちづくりに向け、新たな観

めます。また、道

の施設の一層の魅

街路灯の更新や観光ト

継続的に実施して

海辺の魅力づくり

メディカル・ヘルス

キャンプ地としての

施設を活用したス

本市の強みを活かし

開発などにも取り

また、「産学民官」連携

「鴨川市観光プラットフォーム

を推進組織として、｢心と身体

しのリゾート鴨川」をコンセプトとする

ブランディングやシステム

うとともに、旅行者の利便性

め、観光の総合窓口としての

ていきます。 

なお、これらの推進に向

大学観光学部の存在は欠かすことができませ

ん。観光振興基本計画づくりや

あるいは新たな観光魅力の

場面で連携を深めていきます

現状値 目標値 

295.1 万人 
（平成 26 年） 

410 万人  

83.5 万人 
（平成 26 年） 

100 万人  

取扱件数（鴨川

プラットフォーム推進協
2,206 人 

（平成 26 年度） 
5,000 人  

2,031 人 
（平成 26 年） 

4,000 人  
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連携により設置された

プラットフォーム推進協議会」

身体が満たされる癒

をコンセプトとする地域

ブランディングやシステム的な情報発信を行

利便性の向上を図るた

としての機能も充実させ

向けては、城西国際

かすことができませ

づくりや、人材育成、

の創造など、様々な

めていきます。 

備考 

 

 

 

 



  

１０４ 

 

 

 

 

 

 
 

施策・事業内容 

○ 観光振興施策全般の総合的な推進  

事業名 事業内容 担当課 

観光振興基本計画の策定

及び推進 

観光振興施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、新たな観光振興基本計画を策定し、これを推進

します。 

観光課 

   

○ 観光・交流資源の整備充実    

事業名 事業内容 担当課 

温泉事業の活性化 温泉資源を活用した宣伝事業や誘客事業などへの

支援を行い、宿泊客の誘致を推進します。 
観光課 

海岸砂浜の有効活用 ライフセーバーの雇用や監視所等の施設整備など

の海水浴場監視体制の強化を図り、安全・安心な海

水浴場の提供に努めるとともに、海岸の新たな利活

用方策を検討します。 

観光課 

市営駐車場の適切な維持

管理の推進 

ＪＲ安房小湊駅前駐車場をはじめ、市営駐車場の

適切な維持管理等を推進し、観光客等の利便性の向

上を図ります。 

観光課 

観光関連施設等の整備 計画的な観光公衆トイレの整備及び適正な維持管

理、観光資源を活かしたトレッキングルートの整備

等を推進し、観光客の利便性の向上と観光地として

の美しい景観の確保・活用、環境美化を図ります。 

観光課 

環境課 

街路灯の更新整備 観光サイン・街路灯整備計画に基づき、老朽化し

た街路灯の更新整備を実施し、市域の一体性の確保

や街並み景観の整備を図るとともに、観光客も安心

して過ごせる、安全・安心なまちづくりを推進しま

す。 

観光課 

オーシャンパークの充実 道の駅に求められる休憩機能、情報発信機能、一

次産業をはじめとする地域との連携機能などの多面

的な機能を十分に意識しながら、老朽化した施設の

維持管理を着実に行うとともに、施設の大規模改修

についても方向性の検討、事業化の推進を図ります。 

観光課 

観光振興関連プロジェク

トの支援 

市内の民間団体等が実施する観光振興プロジェク

ト等への支援を行い、多様な主体による観光まちづ

くりを推進するとともに、一層の観光誘客を図りま

す。 

観光課 

安全・安心な魅力ある海岸

づくり 

関係団体の連携のもと、海岸利用のルールづくり

に取組み、年間を通じて誰もが気持ちよく利用がで

きる、安全・安心で魅力ある海岸づくりを推進しま

す。 

観光課 

前原・横渚海岸周辺・海辺

の魅力づくり事業 

本市の新たな魅力づくり、さらには美しい海岸を

有するまちとしてのイメージとブランドの確立に向

け、フィッシャリーナから待崎川河口周辺に至るま

でを中心として、東条・前原・横渚海岸一帯の再整

備・利活用計画を策定します。 

観光課 

農水商工課 

都市建設課 

他 

   

○ 観光イベント等の充実  

事業名 事業内容 担当課 

観光イベント等への支援 民間団体等が実施する観光イベント等への支援を

行い、多様な主体による観光まちづくりを推進する

とともに、一層の観光誘客を図ります。 

観光課 

観光イベント等の誘致 様々な主体が実施する全国的な知名度を有するイ

ベント等を誘致し、一層の観光誘客を図ります。 
観光課 
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○ 受入れ体制の強化  

事業名 事業内容 担当課 

観光団体の機能強化 観光振興に向けての中核的な組織である観光協会

の実施する観光宣伝や誘客イベント事業に対して支

援を行い、一層の観光誘客を図ります。 

観光課 

近隣市町村等との広域連

携の推進 

南房総地域観光圏、外房観光連盟、富津市と南房

総地域の連携による宿泊・滞在型観光推進協議会な

ど、様々な形での広域連携を推進し、地域全体での

観光誘客を推進します。 

観光課 

中間支援組織の機能強化 産学民官の連携により設置された鴨川市観光プラ

ットフォーム推進協議会への支援を実施し、観光の

総合窓口づくりのほか、ブルーツーリズム※やグリー

ンツーリズム※をはじめとした新たな観光プログラ

ムの開発や販売、観光宣伝の実施など、地域全体で

観光誘客に取り組む鴨川版 DMO※としての機能を

強化します。 

観光課 

   

○ 地域イメージの確立及び観光関連情報のシステム的な発信  

事業名 事業内容 担当課 

情報発信力の強化（観光宣

伝キャンペーンへの参加） 

観光宣伝キャンペーンへの参加や、鴨川収穫祭等

独自の誘客キャンペーンの実施により、本市の魅力

を十分に発信し、新たな観光誘客を図ります。 

観光課 

観光宣伝ツールの充実 総合パンフレットの作成やかもナビ、市ホームペ

ージ等のインターネットを活用した情報媒体の適正

な活用を推進し、観光宣伝の充実を図ります。 

観光課 

フィルムコミッションの

推進 

映画、ドラマ等のロケ地を新たな観光コンテンツ

と捉え、映像製作者に対するロケ地の情報提供や撮

影の誘致を積極的に行い、本市の宣伝及び地域のイ

メージアップを図ります。 

農水商工課 

ふるさと大使制度の推進 本市の有する豊かな地域資源を広く宣伝周知し、

本市のイメージアップ及び観光振興を図るため、ふ

るさと大使の活用を推進します。 

企画政策課 

   

○ インバウンド※の推進  

事業名 事業内容 担当課 

インバウンド※に対応でき

る人材の育成 

城西国際大学等との連携により、インバウンド※

に対応できる人材の育成を図るとともに、地域での

活用方策を検討し、外国人旅行者の受入れ体制の強

化を図ります。 

観光課 

インバウンド※の観光宣伝

の充実 

日本への送客を行っている旅行会社をターゲット

とした宣伝活動を行うとともに、外国の旅行会社、

メディア等を対象に、本市を紹介するためのファム

ツアーを実施し、観光宣伝の充実を図ります。 

観光課 

   

○ 千葉ロッテマリーンズのキャンプ等の誘致  

事業名 事業内容 担当課 

千葉ロッテマリーンズの

キャンプ等の誘致 

千葉ロッテマリーンズの鴨川キャンプを引き続き

誘致し、「スポーツ観光交流都市・鴨川」を全国へ

情報発信することにより、地域の活性化を図ります。 

また、球団や後援会組織との連携のもと、各種イ

ベントや地域交流を行い、市民スポーツの振興を図

ります。 

スポーツ振興課 



  

１０６ 

 

 

 

 

 

第５節 医療・福祉産業の振興 

 

現状と課題 

本市においては、全国的なサービス水準を

誇り、市外からも多くの集客が見られる総合

病院を中核として、医療・福祉関連の事業所・

専門的人材を輩出する教育機関が集積してい

ます。これらは、市民の健やかな暮らしを支

えるとともに、地域経済の下支えとして、ま

た、製造業などの立地が比較的少ない本市に

あっては、雇用の受け皿としても大きな役割

を果たしています。 

このように、医療・福祉関連分野は、本市

にとって欠くことができない産業として成長

しており、また、国の成長戦略においてもそ

の基幹産業化を図るべき分野として位置付け

られていることから、その中長期的な発展を

継続して図ることが必要となります。 

今後は、他地域に比べて大きく恵まれた既

存の産業集積を活かし、更なる関連施設・事

業所の誘致を図ることにより、若年層などの

就職の場となる新たな雇用の創出や市民所得

の向上をはじめとした一層の地域活性化に結

び付けていくことが期待されます。 

また、地域内に立地する大学・専門学校等

とも連携し、担い手となる専門的人材の確保

に継続して取り組むとともに、近隣市町との

協働・ネットワークを強化し、病院施設を中

心とした医療・福祉関連産業の持続的発展と

地域間競争力の強化を図ることも求められま

す。 

 

 
■医療・福祉サービスの民営事業所数・従業者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針 

医療・福祉関連の既存の産業集積を活かし、

これを新たな雇用の創出や所得の向上、本市

への移住の促進などに結び付けていくため、

鴨川版ＣＣＲC 構想を策定し、施設立地に向

けてこれを推進していきます。 

また、今後、高齢化の進展に加えて、移住・

定住関連施策の推進による医療需要の増加も

見込まれることから、将来的に不足すること

が見込まれる看護師等の専門的人材の確保を

促進し、地域における質の高い医療サービス

の確保と、産業の中核となる病院施設等の持

続的発展を図ります。 

加えて、医療によっても選ばれ続ける地域

を実現するため、近隣市町の行政・医療福祉

事業の関係者が、情報ネットワーク等の活用

により利用者支援に必要な情報を共有する仕

組みづくりについても検討を進め、効率的か

つ切れ目のない、包括的な医療・福祉サービ

スの提供を図るなど、地域間での競争力の強

化を図ります。

2,785 2,935

3,799
4,084

47

74
84 83

0

20

40

60

80

100

120

140

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成16年 平成18年 平成21年 平成24年

従業者数 事業所数

（人） （か所）



 

 

 

 

鴨
川
市
第
３
次
５
か
年
計
画 

―
各
論
― 

第
３
章 

活
気
あ
ふ
れ
人
が
集
う
産
業
の
ま
ち 

 

１０７ 
 

 
 
 

評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

鴨川版 CCRC 立地箇所数（累計） － 2 箇所 計画期間内の累計 

 
 
 

施策・事業内容 

○ 医療・福祉分野における雇用・サービスの提供の場の拡充  

事業名 事業内容 担当課 

鴨川版ＣＣＲＣ構想の策

定及び推進 

東京圏等に居住する高齢者が、自らの希望に応じ

て本市に移り住み、地域社会において健康でアクテ

ィブな生活を送るとともに、医療介護が必要なとき

には継続的なケアを受けることができるような地域

づくりを進めます。 

企画政策課 

医療・福祉関連企業等の誘

致 

医療・福祉関連分野における教育・研究機関など、

多様な企業等の誘致を図ります。 企画政策課 

   

○ 医療・福祉分野における人材の確保  

事業名 事業内容 担当課 

看護師等の確保 医療・福祉産業の持続的な成長と地域医療環境の

更なる充実を促進するため、将来、安房郡市内での

就職を希望する看護学生に修学資金の貸し付けを行

い、地域における看護師等の確保を図ります。 

健康推進課 

介護人材の確保 要介護高齢者等の増加により今後見込まれる介護

人材の不足への対応と市内の雇用促進を図るため、

資格取得に対する補助をはじめ、人材の確保・育成

を支援します。 

健康推進課 

   

○ 医療・福祉関連産業の地域間競争力の強化  

事業名 事業内容 担当課 

医療・福祉等関係者間にお

ける利用者支援情報ネッ

トワークの整備検討 

市民の高齢化や高齢者の転入増等への対応を図る

ため、医療・福祉等に関わる病院や専門職等をつな

ぐ利用者支援情報ネットワークの整備に関する協

議・調整を進め、医療・介護連携の先進的かつ効果

的な取組みとしての実現を目指します。 

健康推進課 

 
 
 
  



  

１０８ 

 

 

 

 

第６節 雇用対策
 

現状と課題 

我が国の雇用情勢は、国の

緩和などを背景とした景気回復

せて緩やかに改善しつつあり

房管内における有効求人倍率

成 24 年度の 0.91 倍から、

0.97 倍、平成 26 年度の 1.37

善を見せており、平成 26 年度末

年３月）時点では 1.51 倍と

倍、千葉県の 0.97 倍を大きく

状況にあります。 

しかし、安房管内を統括するハローワーク

館山に寄せられる求人の５割以上

あるなど、企業においては競争力

 

 

基本方針 

鴨川市ふるさとハローワークを

職を求める市民が、市内はもちろんのこと

全国から寄せられる多くの就職情報

その多様なニーズに合致した

きめ細やかな相談が受けられる

ます。 

また、地域において選択可能

機会の拡大を図るため、市外

業の立地とともに、市内の既存企業

  

雇用対策の推進 

の経済対策や金融

景気回復の兆しに合わ

しつつあります。特に、安

有効求人倍率については、平

、平成 25 年度の

1.37 倍と大きな改

年度末（平成 27

と、全国の 1.15

きく上回っている

するハローワーク

割以上がパートで

競争力の強化のた

め、人件費を抑制し、非正規雇用

傾向にあります。 

このため、国や県、近隣市町

ながら、市民のニーズに合

の開催などにより、きめ細

供に努めるとともに、新たな

存企業の事業拡大を促進し

と雇用機会の拡大を図ることが

特に、若者の市外への流出

促すため、若年層に焦点を

く推進するとともに、就労意欲

者の雇用の場の更なる確保

とが必要です。 

ふるさとハローワークを中核として、

はもちろんのこと、

就職情報の中から、

した情報を取得し、

けられる体制を確保し

選択可能な職種と雇用

市外からの新たな企

既存企業による事

業拡大、新規事業への進出

雇用を支援します。 

加えて、少子高齢化や人口減少

題への対応から、若年層の

クティブに働き続けることを

の就労の場を確保するため

携を図りながら、特定の層

相談会の開催など、就職情報

収集・提供に努めます。

 

 

非正規雇用を拡大する

近隣市町と連携を図り

合わせた就職相談会

細かい就職情報の提

たな企業の誘致や既

し、選択できる職種

ることが求められます。 

流出を防ぎ、定住を

を当てた取組みを強

就労意欲の高い中高年

確保にも努めていくこ

進出、さらには市民の

人口減少といった課

の就職を支援し、ア

けることを希望する高齢者

するため、関係機関との連

層を対象とした就職

就職情報のより積極的な
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評価指標 

指標 現状値 目標値 備考 

市民の就業率 54.5 % 
（平成 22 年） 

59.5 %  

ふるさとハローワークの紹介に

よる就職者数（延べ数・累計） 
626 人 

（平成 26 年度） 
3,255 人 計画期間内の累計 

市内若年者（１５歳以上３４歳

以下）就業者数 
3,966 人 

（平成 22 年） 
4,165 人  

 
 

施策・事業内容 

○ 雇用相談の充実  

事業名 事業内容 担当課 

求人情報コーナーの機能

強化 

鴨川市ふるさとハローワークにおいて、職業相談、

職業紹介等を実施するとともに、国等と連携した就

職相談会を開催します。 

農水商工課 

   

○ 多様なニーズに即したきめ細かな就労情報の提供  

事業名 事業内容 担当課 

若年者等の就職活動への

支援 

近隣市町やハローワークとの連携により、若年層

の求職者を主な対象とした就職相談会等を開催し、

都市部への人口流失の防止と市内就職率の向上を図

ります。 

農水商工課 

シルバー人材センターの

活用 

高齢者の介護予防※や生きがいづくりを促進する

とともに、これを地域の活力へと効果的に結び付け

ていくため、シルバー人材センターによる高齢者へ

の就労機会の提供を支援します。 

福祉課 

   

○ 企業立地と雇用の拡大の促進  

事業名 事業内容 担当課 

企業立地等の促進（再掲） 企業立地促進法や本市の関連条例に基づく奨励措

置等の運用、地域経済分析システムの活用等により、

新規企業の誘致はもとより、市内事業所の拡充や雇

用の拡大を戦略的に促進します。 

企画政策課 
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